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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成26年1月9日(2014.1.9)

【公表番号】特表2013-511337(P2013-511337A)
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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月15日(2013.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消毒に有効である量の過酸化水素及びビニルピロリドンのホモポリマー又はコポリマー
を含む、コンタクトレンズを消毒するための溶液であって、前記ビニルピロリドンのホモ
ポリマー又はコポリマーが、同一の触媒、約６．０～８．０のｐＨを組成物にもたらすの
に十分な量の一種以上の緩衝剤の存在下で、前記ビニルピロリドンのホモポリマー又はコ
ポリマーを有さない同一の組成を有する対照溶液と比べて少なくとも２０％の、残留過酸
化水素濃度の増加をもたらすのに十分な量で存在しており、前記組成物が、約２００～約
４５０mOsm/kgのオスモル濃度及び２５℃で約５．０センチポアズまでの粘度を有する溶
液。
【請求項２】
　前記溶液が、ビニルピロリドンのコポリマー及び少なくとも一種のアミノ含有ビニルモ
ノマーを含み、前記アミノ含有ビニルモノマーが、８～１５個の炭素原子を有するアルキ
ルアミノアルキルメタクリラート、７～１５個の炭素原子を有するアルキルアミノアルキ
ルアクリラート、８～２０個の炭素原子を有するジアルキルアミノアルキルメタクリラー
ト、７～２０個の炭素原子を有するジアルキルアミノアルキルアクリラート及び３～１０
個の炭素原子を有するＮ－ビニルアルキルアミドからなる群より選択される、請求項１の
溶液。
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【請求項３】
　前記アミノ含有ビニルモノマーが、ジメチルアミノエチルメタクリラート又はジメチル
アミノエチルアクリラートである、請求項２の溶液。
【請求項４】
　メチルセルロース（ＭＣ）、エチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）及びそれらの混合物からなる群より選択される
粘度上昇剤を更に含む、請求項１～３の溶液。
【請求項５】
　リン酸緩衝液及びホウ酸緩衝液からなる群より選択される緩衝剤を更に含む、請求項１
～４の溶液。
【請求項６】
　Pluronic 17R4及びPluronic P103からなる群より選択される界面活性剤を更に含む、請
求項１～５の溶液。
【請求項７】
　前記過酸化物の濃度が、溶液の総重量に基づいて約３％である、請求項１～６の溶液。
【請求項８】
　前記ビニルピロリドンのホモポリマー又はコポリマーの濃度が、体積当たり重量（w/v
）で約０．１％～５％である、請求項７の溶液。
【請求項９】
　前記ビニルピロリドンのホモポリマー又はコポリマーの濃度が、体積当たり重量（w/v
）で約０．２５％～１．５％である、請求項８の溶液。
【請求項１０】
　前記残留過酸化水素濃度の増加が、少なくとも３５％である、請求項１～９の溶液。
【請求項１１】
　前記残留過酸化水素濃度の増加が、少なくとも５０％である、請求項１０の溶液。
【請求項１２】
　コンタクトレンズの消毒に使用するためのキットであって、
ａ）請求項１～１２の過酸化水素水溶液、ならびにｂ）所定の量の過酸化水素溶液を保持
するための容器を含み、前記容器はディスクを含有し、前記ディスクは基板及びその上に
被覆している触媒を含み、ここで、所定の量の前記過酸化水素が前記容器に加えられて触
媒で被覆したディスクの全体を浸したとき、前記過酸化水素水溶液が６時間かけて分解し
て、１００ppm未満の残留過酸化水素濃度をもたらすキット。
【請求項１３】
　前記ディスクが、１０．４cm２の表面積を有する竪琴状ディスクである、請求項１２の
キット。
【請求項１４】
　前記ディスクが、２．０cm２～９．０cm２の表面積を有する放射状ディスクである、請
求項１２のキット。
【請求項１５】
　コンタクトレンズの消毒に使用するための装置であって：過酸化水素水溶液を入れるた
めの容器；ならびに約２．０cm２～９．０cm２の表面積を有する基板及びその上に被覆し
ている触媒を含む過酸化水素分解ディスクを含み、前記触媒ディスクが、前記容器内で一
定体積の過酸化水素溶液と接触したときに、１０．４cm２の基板表面積及び表面積当たり
の重量が実質的に同一である触媒コーティングを有する対照竪琴状ディスクと比べて少な
くとも８０％の残留過酸化水素濃度の増加をもたらすことができ、ここで、前記ディスク
が、前記容器内で前記過酸化水素水溶液と全体で接触するように位置している装置。
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